
令和２年７月２０日

１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

元年度 43 410 473 333 329 228 414 387 250 153 258 75 3,353

３０年度 56 511 557 271 305 323 414 565 352 264 358 630 4,606

増　減 △ 13 △ 101 △ 84 62 24 △ 95 0 △ 178 △ 102 △ 111 △ 100 △ 555 △ 1,253

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

元年度 12 135 167 88 112 80 82 88 60 33 63 12 932

３０年度 16 153 218 122 80 107 87 119 77 53 84 217 1,333

増　減 △ 4 △ 18 △ 51 △ 34 32 △ 27 △ 5 △ 31 △ 17 △ 20 △ 21 △ 205 △ 401

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（令和元年度業務)

施　設　名 農村総合研修所 所在地 倉吉市大原字宮ノ下６３２－４

施設所管課名 農林水産部農業振興戦略監とっとり農業戦略課 連絡先 ０８５７－２６－７５８９

指定管理者名 鳥取県農業協同組合中央会 指定期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

設置目的 農村指導者等の研修のための利用に供し、もって農業の振興に資する。

設置年月日 昭和５９年１０月　１日

施設内容

○敷地面積：３，５０６㎡
○建物面積：研修施設　１，１７２㎡
　　　　　　宿泊施設　　　５４４㎡
　　　　　　渡り廊下　　　　５６㎡
○施設内容：研修施設　研修室３、演習室３、農業情報室、会議室、図書室、資料展示室
　　　　　　宿泊施設　洋室１４、和室１（宿泊定員３０名）

利用料金 別紙のとおり

開館時間 午前８時３０分～午後５時

休館日
土日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、お盆（８月１３日～１５日）
（休所日であっても臨時開所できる場合があります）

委託業務の内容

○施設設備の保守管理及び修繕
○施設の保安警備、清掃等
○管理施設の利用の許可、施設利用料の徴収等に関する業務
○その他管理施設の管理に必要な業務（管理施設の受付及び案内、備品等の管理等、利用指導又は操
作、利用者へのサービスの提供、施設の利用促進）

管理体制

　　正職員：２人、臨時職員：１人、非常勤職員１人　〔 計　４人 〕

所長（正職員１）　―　施設の管理運営（正職員１）
　　　　　　　　　―　施設の受付、接客、その他日常管理（臨時職員１）
　　　　　　　　　―　緊急時の対応（非常勤職員１）

利用者数 (人)

利用料金収入
　　　 (千円)



５ 収支の状況

自動販売機収入

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

区　　　　　分 元年度 ３０年度 増　　減

△ 401,772

宿泊棟利用料 1,753,600 △ 1,753,600

収入

事業収入

研修棟利用料 931,462 1,333,234

1,928,652

小　計 931,462 3,086,834 △ 2,155,372

73,961 △ 22,288

1,202,484

雑収入 51,673

0

1,180,196小　計

計 2,860,114 3,835,290 △ 975,176

事業外収入

中央会助成 1,876,979 674,495

支出

業務費 315,271 375,830 △ 60,559

給与手当 0

法定福利費 0

計 2,860,114 3,835,290 △ 975,176

収 　支 　差 　額 0 0

確認項目
状況

備考
正職員 非常勤職員 臨時職員

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示 ※書面の名称を記入

労使協定の締結状況 ※労働基準監督署長への届
出が必要な協定の有無

労働時間

所定労働時間
※幅がある場合は上限、下限
を記入

時間管理の手法
※タイムカード、ICカード、自
己申告、使用者の現認などの
別を記入

休暇、休日の状況 ※幅がある場合は上限、下限
を記入

給与

給与金額 ※平均月額を記入

最低賃金との比較 ※適否を記入

支払い遅延等の有無 ※有無を記入

安全衛生

一般健康診断の実施

産業医の選任 選任の要否：　　　選任状況： ※規模の要件あり

安全管理者の選任 選任の要否：　　　選任状況： ※業種・規模の要件あり

衛生管理者の選任 選任の要否：　　　選任状況： ※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任 選任の要否：　　　選任状況： ※業種・規模の要件あり

種別 業種 規模（常時使用する労働者数）
産業医 全ての業種 50人以上

安全管理者

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品
卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家
具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、コルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業

50人以上

衛生管理者 全ての業種

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）
501人～1,000人（３人選任）
1,001人～2,000人（４人選任）
2,001人～3,000人（５人選任）
3,001人以上（６人選任）

安全衛生推進者 安全管理者と同じ 10人以上50人未満
衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種 10人以上50人未満

就業規則の作成状況
※常時１０人以上の労働者を
起床する場合は作成、届出が
必要

施設費

雑費

利用支出

00

748,456

2,330,639

7,950

1,120,871

2,108,404

4,417

432,022

△ 222,235

△ 3,533

△ 688,849



７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

９ 指定管理者による自己点検

利用者意見
の把握方法

・施設で行う利用者アンケート
・県への「県民の声」による意見受付
・施設管理者のホームページから意見受付

区　分 取　　組　　み　　内　　容

休所日
要望があれば休所日にも臨時開所できるようにした（平成１８年９月から）。
開所時間についても、要望があれば延長対応している。

利用料金

・宿泊に係る利用料金：「素泊まり」、「朝食なし」、「夕食なし」など詳細に設定（導入前：１泊２
食付のみ）（平成３０年４月から）。
・身体障がい者等が施設を利用する場合、減免１／２（導入前：減免なし）（平成１８年４月から）。
・障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者が施設を利用する場合、減免１／２（導入前：減免な
し）（平成２９年８月から）。

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

該当なし

　利用者からの積極的な評価

特になし

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

○研修所で開催される研修会等の機会をとらえて、利用についてＰＲし、利用促進に努めた。
○休所日の臨時開所、開所時間の延長に対応し、利用者の利便を図った。
○利用団体の薦めにより新規の団体の利用のためのＰＲ活動を行った。

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

○ＪＡ系統以外の幅広い活用
○宿泊施設の幅広い活用



10 施設所管課による業務点検

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

3

○日常清掃、定期清掃、保安警備等適正に実施されている。
○研修所の裏の危険区域へ立入禁止の立看板を設置するなど、自主
的に事故防止措置を行っている。
○常在職員が、定期的に施設周辺の清掃を行い、施設の維持管理に
努めている。

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

3 ○利用の許可、利用料金の徴収等適正に実施されている。
○利用者への措置命令の事例はなし。

　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

　○個人情報保護、情報公開

　○利用者意見の把握・対応

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

3 ○常勤の職員により適正に実施されている。
　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

〔収入支出の状況〕 3
○新型コロナウイルスの影響により、宿泊棟の利用が無く収入が減。今
後に向け、利用を向上させる対策を検討していただきたい。
○支出については、電力調達を見直すなど、管理運営費の縮減に努め
ている。

〔利用者サービス〕

3

○開所時間、休所日、利用料金等適正に実施されている。
○休所日でも要望があれば臨時開所できるようにしたり、宿泊料金を細
分化するなど、利用者の利便向上を図っている。
○インターネット・電子メールを利用した申し込みに対応しており、利用
者の希望に応えている。
○利用者意見の把握・対応について、利用者アンケートの拡充など、よ
り積極的な取組が期待される。

　○開館時間、休館日、利用料金等

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

〔職員の配置〕
　○組織内に所長を１名配置
　○受付業務に常時１名以上配置

3 ○所長及び受付業務の常勤職員を適正に配置している。

〔会計事務の状況〕

3
○不適正事案、事故等該当なし
○内部監査の結果指摘事項なし
○利用料金等の徴収業務等適切に処理
○規程整備済み

　○不適正事案や事故等の有無

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

〔その他〕
　○施設内完全分煙 3 ○平成１８年９月から建物内は完全禁煙。

〔関係法令の遵守状況〕

3 ○関係法令に係る行政指導等は該当なし。
○県内業者を優先に発注している。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　 ・その他の法令

　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

総　　　　括 3

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。
　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。
　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。
　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

〔県の施策への協力〕
3 ○鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けている。

　○障がい者就労施設への発注


